
上記の事項につきましては、法令および当社定款第の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書

面）への記載を省略しております。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主

のみなさまに電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を

一律でお送りいたします。

第60回定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

・事業報告

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

・連結計算書類

連結株主資本等変動計算書

連結注記表

・計算書類

株主資本等変動計算書

個別注記表

第60期（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）

株式会社サイネックス



(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　当社および子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という）の取締役および使用

人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

イ．当社グループを存続させていく上で、コンプライアンスの遵守を経営上の最重要課題と位

置付け、コンプライアンス・マニュアル等の規程を制定し、取締役および使用人が遵守する

体制を整備する。

ロ．コンプライアンスの実効性を確保するため、コンプライアンス責任者を任命してコンプラ

イアンス推進に関する会議体を所管させ、当社グループにおけるコンプライアンス意識の向

上をはかる。

ハ．当社グループにおける財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムおよびその運用の

有効性を評価する体制の整備を適切に進めていく。

ニ．当社グループにおける法令違反や、社内不正などに関する相談・通報を受け付ける社内窓

口を設置する。

ホ．当社グループにおける業務執行の実施状況を点検・監視し、不備な点があれば自律的に改

善するため、組織体内の独立的な機能として、代表取締役社長直属の内部監査室を設ける。

へ．当社グループは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然と

した態度で対処し、あらゆる関係を持たないことを基本方針とし、当該方針に基づき企業行

動憲章や役職員行動規範等を策定し、社内への周知徹底をはかる。また、事故発生時には、

所轄の警察署等関係行政機関や、法律の専門家と連携して、速やかな対処をおこなう。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理については、法令や文書管理規程等の社

内規程に基づきおこなう。

ロ．取締役の職務の執行にともない取得する個人情報については、個人情報保護方針を定め､

個人情報保護遵守に努める。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社グループの事業を取り巻く損失の危険に対して、課題の抽出・把握、対応策の検討な

らびに全社への情報伝達など、リスク発生時に迅速で適切な対応をおこなう組織を構築する

ため、当社グループにおけるリスクマネジメントに関する基本的事項を定めたリスクマネジ
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メント基本規程を制定する。

ロ．リスクマネジメント基本規程に基づき、当社グループの全社的なリスクマネジメント推進

に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、リスクマネジメントに関する会議体を

設置する。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

イ．当社グループは、取締役会において、経営の基本方針や会社法等法令・社内規程に定める

重要事項を決定し、業務執行状況が法令・定款等に違反していないか監督する。

ロ．当社グループは、各業務部門の機能分担と責任を業務分掌規程と職務権限規程により明確

にし、業務執行における意思決定を、稟議規程に基づき適正かつ効率的におこなう。

ハ．当社は、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用

し、執行役員は、代表取締役社長の指揮の下、取締役会で決定する基本方針に基づき業務執

行を担う。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．当社グループの経営基本方針、重要事項の決定は、社内規程に基づき当社取締役会の決議

によりおこなう。

ロ．当社グループの業務の適正を確保するため、子会社担当執行役員は、社内規程に基づき子

会社業務全般を統括する。

ハ．当社グループの経営管理状態を定期的に調査するため、子会社に対し、経営管理に関する

支援および指導をおこなう。

ニ．内部監査室は、グループ全体の経営目標の達成の観点から、子会社の内部監査をおこな

う。

ホ．子会社担当執行役員は、関係会社管理規程に基づき、経営上重要な事項について、取締役

会に報告をおこなう。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用

人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および当該取

締役および使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

イ．監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の

指示に従い、その職務を補助する。

ロ．監査等委員会事務局に所属する使用人の採用、異動、人事考課、給与および懲戒について

は、あらかじめ、監査等委員会の同意を要するものとする。
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ハ．監査等委員会事務局は、監査等委員会および監査等委員がその職務の遂行上必要とする事

項について、監査等委員の指示に従い職務をおこなう。

⑦　取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための

体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制および報告をしたことを理由として不利な

取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．当社および子会社の取締役、使用人および子会社の監査役は、会社に著しい損害を及ぼす

おそれのある事実があることを発見したときは、法令等に従いただちに当社の監査等委員会

に報告する。

ロ．当社の常勤の監査等委員を当社グループの社内通報制度の担当窓口とする。

ハ．監査等委員会に報告をおこなった者に対して、当該報告をおこなったことを理由として、

いかなる不利益な取扱いもおこなわないものとする。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

イ．監査等委員は、取締役会に出席するほか、監査等委員会が選定した監査等委員は、重要な

会議等への出席もしくは議事録等の閲覧を求めることができるとともに、当社および子会社

の業務執行上重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることが

できる体制を整える。

ロ．内部監査室は、監査等委員会に対し、内部監査の実施状況、結果について報告をおこな

う。

ハ．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生

ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用を支払い、または債

務を処理するものとする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

① コンプライアンス体制

コンプライアンス・マニュアル等の規程を整備し、社内グループウェアで公開し、取締役お

よび使用人が遵守する体制を整備するとともに、コンプライアンスに関する会議体を定期的に

開催し、コンプライアンスに関する課題の抽出、習熟度合の確認等おこなっております。

また、財務報告の信頼性を確保するため、当社グループの内部統制システムおよびその運用

の有効性を代表取締役社長直属の内部監査室が評価しております。

当社グループにおける法令違反や、社内不正などに関する相談・通報を受け付ける社内窓口

－ 3 －



を常勤の監査等委員に委嘱し、社内通報制度を設けております。

反社会的勢力との関係を遮断するため、新規取引先については、反社チェックをおこなうと

ともに、取引契約において、反社会的勢力との関係が明らかになった場合は、契約を解除する

旨規定しております。

② 情報の保存および管理体制

職務上重要な文書は文書管理規程に基づき、適切に管理をおこない、その管理状況につい

て、監査等委員会および内部監査室による定期的な監査を受けております。

また、個人情報については、個人情報保護方針を定め、全社員に周知するとともに、個人情

報保護規程等を制定し、個人情報の適切な取得、利用、管理をおこなうとともに、個人情報の

漏洩、滅失またはき損等の障害発生時には、迅速に対応できる体制を構築しております。

③ リスクマネジメント体制

当社グループにおけるリスクマネジメントに関する基本的事項を定めたリスクマネジメント

基本規程を制定し、同規程に基づくリスクマネジメントに関する会議体を定期的に開催してお

ります。

④ 取締役の職務の執行体制

取締役会において、経営の基本方針や法令・社内規程等に定める重要事項を決定し、また、

代表取締役社長、執行役員の業務執行状況が法令・定款等に違反していないか監督しておりま

す。

各業務部門の機能分担と責任を業務分掌規程と職務権限規程により明確にし、業務執行にお

ける意思決定を稟議規程に基づき、適切におこなっております。

⑤ 当社グループの業務の適正を確保するための体制

当社グループの経営基本方針、重要事項の決定は、当社取締役会において決議するととも

に、担当の執行役員が業務全般を統括し、適宜当社取締役会に報告をおこなっております。

⑥ 監査等委員会の監査体制

監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視および検証を前提とし

て、内部監査部門等との実効的な連携等を通じて、当社および子会社の業務および財産に関す

る調査ならびに取締役、執行役員、使用人および会計監査人等から受領した報告内容の検証等

をおこなっております。当該検証等の結果、必要に応じて、取締役会に対する報告もしくは提

案、使用人に対する助言もしくは勧告、または取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時

に講じる体制を整えております。
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（令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 750,000 1,047,847 6,523,477 △516,950 7,804,375

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △84,119 △84,119

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

274,892 274,892

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

－

当連結会計年度変動額合計 － － 190,773 － 190,773

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 750,000 1,047,847 6,714,250 △516,950 7,995,148

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 66,443 △11,009 55,433 － 7,859,808

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △84,119

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

－ 274,892

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

△6,902 791 △6,111 － △6,111

当連結会計年度変動額合計 △6,902 791 △6,111 － 184,662

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 59,540 △10,218 49,322 － 8,044,470

連結株主資本等変動計算書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数　　　　６社

② 連結子会社の名称

株式会社サイネックス・ネットワーク

株式会社エルネット

株式会社ベック

株式会社マルヤマ歯科商店

株式会社ナイン

株式会社リーディ

③ 連結の範囲の変更

　 令和７年１月６日付で全株式を取得したため、株式会社リーディを連結の範囲に含めております。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

・デリバティブ 時価法

ハ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品、仕掛品、原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）

・貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　３年～50年

機械装置及び運搬具　　　２年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

ハ. リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上

しております。

ハ. 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

・情報メディア事業の主要な事業であるテレパル50の事業については、地域単位で広告媒体として企

画・発行していますが、地域住民への配布等を行うことで役務が完了し売上を認識しております。一

方、わが街事典の事業については、官民協働の精神に基づき協働で行政情報誌を製作し、自治体に納

品することで役務が完了し売上を認識しております。また、わが街NAVI等の広告販売モデルでは、広

告掲載により役務が完了し売上を認識しております。

・ＤＸサポート事業の主要な事業であるAIチャットボット等については納品時に、役務が完了するた

め売上を認識しております。一部の取引については、契約期間にわたり収益を認識しております。ま

た、財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務については手数料
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に相当する純額を売上として計上しております。

・ロジスティクス事業の主要な事業であるＤＭ等発送代行事業は、顧客のＤＭ企画から運送までをト

ータルでサポートするサービスであり郵便物の差出をもって役務が完了し売上や費用を認識していま

す。

・ヘルスケア事業の主要な事業である歯科医師向けの歯科医療機械器具・歯科材料の販売について

は、出荷時に売上や費用を認識しています。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会

計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計

額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５～15年間の定額法により償却を行っております。

(6) 追加情報

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）等」が令和７年３月31日に公布され、令和８年

４月１日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が創設されることになりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6％から31.5％となります。

　この税率改正により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10,306千円増加し、法

人税等調整額が11,080千円、その他有価証券評価差額金が894千円、それぞれ減少しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　令和４年10月28日。以下

「令和４年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改正会計基
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有形固定資産の減価償却累計額 2,751,487千円

準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号　令和４年10月28日。）第65-２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ております。

　なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記

(1) 固定資産の減損（のれん）

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　のれん　612,127千円

② 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　当社は、企業買収により発生したのれんについて、取得時に見込んだ超過収益力がその効果の及ぶ期間

にわたって発現するかに着目し、事業計画の達成状況等を確認することにより、超過収益力の毀損の有無

を判断しております。

　超過収益力の毀損の有無の把握に用いた事業計画には、主要な仮定である受注見込みが含まれており、

見積りの不確実性があります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌連結会計年

度の連結計算書類において重要な影響を与える可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

６．連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、「１０．収益認識に関する注記(1)顧客との契約から生じる収

益を分解した情報」に記載しております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,470,660株 －株 －株 6,470,660株

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額
（ 千 円 ）

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

令和６年６月
27日定時株主
総会

普 通 株 式 84,119 15.0
令 和 ６ 年
３ 月 3 1 日

令 和 ６ 年
６ 月 2 8 日

決 議 予 定
株 式
の 種 類

配 当 金 の
総額(千円)

配 当
の 原 資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

令和７年６月
27日定時株主
総会

普 通 株 式 84,119 利 益 剰 余 金 15.0
令 和 ７ 年
３ 月 3 1 日

令 和 ７ 年
６ 月 3 0 日

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的と

なる株式の種類及び数

該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 ( 千 円 ) ( * )

時 価 ( 千 円 ) ( * ) 差 額 ( 千 円 )

(1) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 237,735 237,735 －

(2) 長期借入金 (2,953,566) (2,827,535) (126,031)

８. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で余資運用しております。運転資金について

は、主に自己資金で賄っておりますが、必要に応じて金融機関からの借入により資金調達をしております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま

た、有価証券及び投資有価証券は主として株式と債券（社債）であり、上場株式については四半期ごとに時

価の把握を行っております。

借入金の使途は、従来運転資金（主として短期）でありましたが、新本社ビル建設資金及び新型コロナウ

イルス感染症拡大による影響に備えた手元流動性確保のため、令和２年７月に複数の金融機関より合計36億

５千万円の借入（内１億５千万円は短期借入金からの借換）を実行しました。なお、デリバティブ取引は内

部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

令和７年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額460,737千円）は、「(1) その他有価証券」には含め

ておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金は短期間で決済されるため時価が

帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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区分 当 連 結 会 計 年 度 ( 千 円 )

投資事業組合への出資金 448,541

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価
証券

その他有価証券 237,735 － － 237,735

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,827,535 － 2,827,535

時価算定会計基準適用指針第24-16項の取扱いを適用しており、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計

上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、記載を省略しております。当該金融商品の連結

貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

　　　　　　　　時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

　　　　　　　　定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式、投資信託等は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関等から提示さ

れた価格等によっております。なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しております。株式、投資信託

等は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。債券等はレベル２の時

－ 12 －



連結貸借対照表計上額
(千円) 当連結会計年度末の時価

(千円)
当連結会計年度末

賃貸等不動産 1,303,979 1,439,948

賃貸等不動産として使用される部
分を含む不動産

544,074 343,588

価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の資金調達を行なった場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しております。レベル２の時価に分類しております。

９.賃貸等不動産に関する注記

　当社は、京都府、大阪府等において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用マンションや賃貸オフィス

ビルを所有しております。なお、国内の賃貸オフィスビルについては、本社用不動産として保有する不動産

の一部を賃貸しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

　これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関するに関する連結貸借対照

表計上額及び時価は、次のとおりであります。

(注) １. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ

ります。

２. 当連結会計年度末の時価は、主に「不動産鑑定評価」に基づいて自社で算定した金額（指標等を

用いて調整したものを含む。）であります。
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報告セグメント

合計
情報

メディア
DX

サポート
ロジスティ

クス
ヘルスケア 投資 計

一時点で移転される財 6,432,942 1,861,605 6,176,057 1,009,870 － 15,480,476 15,480,476

一定の期間にわたり移
転される財

750,304 167,287 － － － 917,592 917,592

顧客との契約から生じ
る収益

7,183,247 2,028,893 6,176,057 1,009,870 － 16,398,068 16,398,068

その他の収益 － － － － 93,399 93,399 93,399

外部顧客への売上高 7,183,247 2,028,893 6,176,057 1,009,870 93,399 16,491,468 16,491,468

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,728,682

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,006,497

契約負債（期首残高） 483,063

契約負債（期末残高） 397,522

１０.収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた契約資産と契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

契約負債は、連結貸借対照表上、「前受金」に計上しております。契約負債は、主に広告掲載に関連し

て顧客から受領した未到来期間分の前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、470,584千

円（税込み）であります。
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(1) １株当たり純資産額 1,434円47銭

(2) １株当たり当期純利益 49円02銭

② 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,357,142千円であります。

当社グループは、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて１年以内から５年以内の間で収

益が認識することを見込んでいます。

１１. １株当たり情報に関する注記
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（令和６年４月１日から
令和７年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 750,000 552,095 495,752 1,047,847 20,890 5,362,720 829,793 6,213,404

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 － 300,000 △300,000 －

剰 余 金 の 配 当 － △84,119 △84,119

当 期 純 利 益 － 304,900 304,900

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ －

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 300,000 △79,218 220,781

当 期 末 残 高 750,000 552,095 495,752 1,047,847 20,890 5,662,720 750,574 6,434,185

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △516,950 7,494,301 66,897 66,897 7,561,199

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 － － －

剰 余 金 の 配 当 △84,119 － △84,119

当 期 純 利 益 304,900 － 304,900

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ △2,688 △2,688 △2,688

当 期 変 動 額 合 計 － 220,781 △2,688 △2,688 218,093

当 期 末 残 高 △516,950 7,715,082 64,209 64,209 7,779,292

株主資本等変動計算書

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ. 製品、仕掛品、原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）

ロ. 貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　３年～50年

機械及び装置　　　　　　２年～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してお

ります。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づく事業年度末要支給額を計上しており

ます。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

・情報メディア事業の主要な事業であるテレパル50の事業については、地域単位で広告媒体として企

画・発行していますが、地域住民への配布等を行うことで役務が完了し売上を認識しております。一

方、わが街事典の事業については、官民協働の精神に基づき協働で行政情報誌を製作し、自治体に納品

することで役務が完了し売上を認識しております。また、わが街NAVI等の広告販売モデルでは、広告掲

載により役務が完了し売上を認識しております。

・ＤＸサポート事業の主要な事業であるAIチャットボット等については納品時に、役務が完了するため

売上を認識しております。一部の取引については、契約期間にわたり収益を認識しております。また、

財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務については手数料に相当

する純額を売上として計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と

異なっております。

２. 会計方針の変更に関する注記

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　令和４年10月28日。以下

「令和４年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改正会計基

準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,698,556千円

計基準適用指針第28号　令和４年10月28日。）第65-２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ております。

　なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影響はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記

(1) 関係会社株式の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

　関係会社株式　1,746,413千円

② 計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、関係会社株式について、株式の実質価額が取得原価に比べて50％以上低下した場合に、回復可

能性が十分な証拠によって裏付けられない限り、減損処理を行うこととしております。また、企業買収に

おいて、超過収益力を反映して関係会社株式の取得を行った場合は、超過収益力が見込めなくなり、これ

を反映した実質価額が取得原価の50％以上低下している場合に、減損処理を行うこととしております。

　当社は、超過収益力が見込めなくなったか否かについて、事業計画の達成状況等を確認することによ

り、毀損の有無を判断しております。

　関係会社株式の評価に用いた事業計画には、将来の事業環境の予測が含まれており、見積りの不確実性

があります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌事業年度の計算書類におい

て、重要な影響を与える可能性があります。

５. 貸借対照表に関する注記

(2) 保証債務

　連結子会社株式会社エルネットの日本郵便株式会社に対する後納郵便料金等の支払債務に対し、保証限度

額 900,000千円の保証債務を行っております。

株式会社エルネット …………………………………621,680千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 …………………………………………58,259千円

短期金銭債務 …………………………………………41,087千円
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 862,677株 －株 －株 862,677株

繰延税金資産

未払事業税 8,950千円

賞与引当金 47,919千円

投資有価証券評価損 13,345千円

退職給付引当金 369,683千円

役員退職慰労引当金 33,456千円

会員権評価損 13,300千円

貸倒引当金 4,061千円

減損損失 49,994千円

その他 14,406千円

繰延税金資産小計 555,118千円

評価性引当額 △74,816千円

繰延税金資産合計 480,302千円

繰延税金負債

その他 30,591千円

繰延税金負債合計 30,591千円

繰延税金資産の純額 449,710千円

６. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業収益 ………………………………………………2,912千円

営業費用 ………………………………………………378,581千円

営業取引以外の取引 …………………………………13,333千円

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

８. 税効果会計に関する注記

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

追加情報

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）等」が令和７年３月31日に公布され、令和８年４
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種 類
会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関連当事者と
の 関 係

取 引
内 容

取 引 金 額
（ 千 円 ）

科 目
期 末 残 高
（ 千 円 ）

子会社
株式会社
エルネット

所有
直接100％

役員の兼務
営業上の取引

債 務 保 証
（注）

621,680 － －

(1) １株当たり純資産額 1,387円18銭

(2) １株当たり当期純利益 54円37銭

月１日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が創設されることになりました。これに伴い、繰延税金資産

及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6％から31.5％となります。

　この税率改正により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10,122千円増加し、法人

税等調整額が10,956千円、その他有価証券評価差額金が833千円、それぞれ減少しております。

９．関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）同社の仕入債務に対する債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。

１０.収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表に同一の内容を記載している

ため、注記を省略しております。

１１. １株当たり情報に関する注記
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